
 

 
 

 

 

 

病気を抱える労働者の『職場環境づくり』 

治療と就業の両立支援が                 になります！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２６年４月（第３２２号） 

 会社・お店の 

＜福利厚生＞は 

『ゆとりーと共済』に 

ゆとりーと共済事務局 

℡ 06-4309-2315 

 

 

編集・発行 東大阪市荒本北１丁目１番１号 東大阪市役所 都市魅力産業スポーツ部 

             労働雇用政策室  TEL 06-4309-3178 FAX 06-4309-3846 

 

労働施策総合推進法が『改正』されました！ 1 

 病気を抱える労働者の状況 

がん等の病気を抱える労働者の中には、職場の理解や支援体制が十分でなく、就業をあきらめてしまうケース

が少なくありません。 

今後、高齢者の就労の増加等を背景に、どの職場でも、病気を治療しながら仕事をする労働者は増えていきま

す。 

 治療と就業の両立支援とは 

大切な人材が病気になっても、治療を受けながら安心して働き続けられるよう支援するため、本人からの相談

に応じ、適切に対応できる体制・環境を整備し、必要な就業上の調整や配慮を行う取組です。 

 治療と就業の両立支援とは 

労働者の健康確保及び就業継続とともに、社員全体の安心感やモチベーションの向上による人材の定着、生産

性の向上といった企業の成⾧につながります。 

 

事業主のみなさまへ ～労務法制改正のお知らせ～ 

※厚生労働省リーフレット抜粋 

努 義 務 

令和８年 

４月から 

tel:06-4309-2315


令和８年（2026年）３月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年（2036年）３月31日まで

に延長されました。                                      （↓施行日：令和８年４月１日↓） 

従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。 

プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。 （←施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める）  

プラチナえるぼし認定の要件に、事業主が講じている求職者等に対する 

セクシュアルハラスメント防止に係る措置の内容を公表していることを追加します。                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女間賃金差異と女性管理職比率の公表義務が拡大 

女性の健康上の特性への配慮も盛り込まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業等規模 改正前 改正後 

３００人以上 
男女間賃金差に加えて、

2項目以上を公表 
男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、2項目以上を公表 

１０１人～３００人 １項目以上を公表 男女間賃金差異及び女性管理職比率に加えて、１項目以上を公表 

令和８年（2026年）３月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年（2036年）３月31日ま

でに延長されました。                                      （↓施行日：令和８年４月１日↓） 

従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。 

プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。 （←施行日：公布後１年６か月以内の政令で定める）  

女性活躍推進法が『改正』されました！ 2 

 

女性活躍のさらなる推進に向けた改正ポイント 

情報公表の必須項目の拡大 

プラチナえるぼし認定の要件追加 

義 務 

おすすめ プラチナえるぼしとは 

（PDFリーフレット） 

お問合せ ：     TEL  06-6941-8940   大阪労働局雇用環境・均等部（室） 

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000984241.pdf
https://www.johas.go.jp/ryoritsumodel/tabid/1015/Default.aspx
https://chiryoutoshigoto.mhlw.go.jp/
https://www.johas.go.jp/portals/0/sanpocenter/webhiroba.html
tel:06-6941-8940


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の汎用性発達性障害、学習障害、注意欠陥多動性障害な

どをいいます。発達障害のある人は、他人との関係づくりやコミュニケーションなどが苦手ですが、優れた

能力が発揮されている場合もあり、周りから見てアンバランスな様子が理解されにくい障害です。 

 令和6年3月に厚生労働省が公表した「障害者雇用実態調査」では、調査対象となった事業所で雇用される

発達障害者の人数は9万人と前回調査（平成30年度）と比べて約2.3倍となり、働く業界や職種の多様性

が拡大しています。 

～助成金のお知らせ～ 課題解消のヒント集   その⑳ ３ 

障害者手帳を持たない や『難病』

採用する事業主が受給できる助成金
 

お問合せ  ：         TEL 0６-７６６９-８９００  ▪大阪労働局助成金センター 

 難病とは、潰瘍性大腸炎、クローン病、全身性エリテマトーデス、パーキンソン病など「難病の患者に対する医

療等に関する法律」に定義される、①発病の原因が明らかでなく、②かつ、治療方法が確立していない希少

な疾病であって、③当該疾病にかかることにより長期に療養を必要とするものを指します。 

 難病というと、「働けない」と思われてしまうこともありますが、医療の進歩は著しく、疾病の治療を続けなが

ら職業生活を営む普通の日常生活を送ることができる人が増えています。 

平成30年版の厚生労働白書では、18～65歳の難病患者のうち51.2％が「仕事に就いている」、3.0％の

方が「仕事に就いているが、現在、休職中」、5.1％の方が「就職活動・職業訓練中」と回答しています。 
 

【特定求職者雇用開発助成金（発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース）】 

 【概 要】 
手帳を持たない発達障害または難病のある方をハローワークや職業紹介事業者の 

紹介により、雇用保険の一般被保険者として採用する事業主に対して助成されます。 

 【助成額】 

▪ 1人あたり120万円（中小企業以外50万円）  

▪ 短時間労働者は80万円（中小企業以外30万円） 

なお、短時間労働者とは、１週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。 
 
【トライアル雇用助成金】 

 【概 要】 
手帳を持たない発達障害者・難治性疾患患者であって、職業経験、技能、知識の 

不足から安定的な就職が困難な方をハローワークや職業紹介事業者等の紹介 

により一定期間試行雇用する事業主に対して助成されます。 

※医師の診断書や意見書、支援機関の書面等により「就労困難」を証明できる 

必要があります。 

 【助成額】 

▪ 1人あたり月額最大4万円（最長３か月）  

 

発達障害とは・・・ 

難病とは・・・ 

tel:06-7669-8900
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/mokuteki_naiyou/jyosei/tokutei_kyushokusha_00001.html
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/ippan.html

